
有田川町路線バス定期券購入助成金について

有田川町ホームページより抜粋 https://www.town.aridagawa.lg.jp/top/kakuka/kibi/3/1/2/2974.html

路線バスの定期券購入費用の一部を助成することで、有田川町民などの通勤・通学を支援します。

対 象 者

・有田川町に住所を有する方で、路線バスの定期券を利用して通勤・通学する方

・定期券を利用して、和歌山県立有田中央高校清水分校へ通学する方

なお、ここで記す定期券とは、有田鉄道株式会社が運航する路線バスの定期券に限ります。

対象区間

乗車する停留所または降車する停留所のいずれかが有田川町内である区間

助 成 額

・対象区間の定期券購入額の 2 分の 1

・有田中央高校清水分校へ通学する方に限り、定期券購入額の 4 分の 3

注 意

・勤務先などにおいて通勤手当の支給を受けている者は、対象区間の定期券購入額から通勤手当

を除いた額の 2 分の 1 とします。

・前項において、算出した額に 100 円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとします。

申 請

助成金の交付を受けるには、「路線バス定期券購入助成金交付請求書（様式第 1 号）」に次の書

面を添付し、ご提出ください。

・在職または在学証明書

・助成金の対象となる定期券の写し

・勤務先の通勤手当支給額証明書（様式第 2 号）

・この請求書は、定期券の購入後 6 カ月以内に提出してください。

※ 有田川町からの補助金については、有田川町に直接申請することになります。


